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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

南
巨
摩
郡
南
部
町
成
島
字
中
草
四
三
四
六
・
四
三
八
二
か
ら
四
三
八
六
ま
で
（
以
上
六
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
四
三
八
一

二
　
指
定
の
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

南
部
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
炊
平
字
山
ノ
神
一
三
一
〇
・
一
三
一
二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。）、
一
三
〇
九
、
字
馬
込
一
二
九
四
、
一
三
〇
二
、
一
三
〇
六
、
一
三
〇
七

二
　
指
定
の
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
五
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

四
月
二
十
六
日

第
二
千
二
百
二
十
四
号

木　曜　日



（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

身
延
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
甲
府
市
川
三
郷
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
字
大
窪
一
六
一
三
番
の
二

旧

七
・
〇
〜

五
九
・
八

地
先
か
ら

一
一
・
七

中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
字
大
窪
官
有
無
番
地
先
ま

で

新

一
〇
・
一
〜

六
二
・
〇

二
五
・
七

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
五
月
十
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
三
七
号

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
浅
川
字
●

二
五
・
八
平
成
二
十
四

道

石
一
〇
八
一
番
の
二
地
先
か
ら

年
四
月
二
十

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
浅
川
字
●

六
日

石
一
〇
八
一
番
の
十
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
一
号

次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四

十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
富
士
・
東

部
建
設
事
務
所
吉
田
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
河
川
の
名
称
　
相
模
川
水
系
　
河
口
湖

二
　
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

三
　
廃
川
敷
地
等
の
位
置
　
南
都
留
郡
河
口
湖
町
船
津
字
宮
ノ
森
三
番
地
先

四
　
廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量
　
三
千
七
百
七
十
一
・
二
三
平
方
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
百
六
十
二
号

一
級
河
川
河
口
湖
に
係
る
河
川
区
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
七
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

第
一
号
図
か
ら
第
五
号
図
ま
で
に
係
る
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
富
士
・
東
部

建
設
事
務
所
吉
田
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公
　
　
　
告

'
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

二
五
二



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
四
月
十
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
富
士
山
ふ
る
さ
と
研
究
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
●
山
　
大
和

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
斐
市
篠
原
三
千
二
百
十
五
番
地
八

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
環
境
問
題
、
遺
産
資
源
と
そ
の
保
全
の
調
査
・
研
究
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

そ
れ
ら
の
情
報
提
供
を
通
し
て
行
政
、
企
業
、
諸
団
体
そ
し
て
一
般
市
民
と
の
連
携
を
図
り
、
自

然
、
景
観
、
歴
史
、
文
化
を
後
世
に
末
長
く
継
承
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
四
月
十
七
日
か
ら
同
年
六
月
十
六
日
ま
で

'

自
動
車
税
の
収
納
事
務
の
委
託

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託

し
た
。平

成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

委
託
し
た
相
手
方
の
住
所
及
び
名
称

委
託
し
た
事
務
の
内
容

委
託
し
た
期
間

東
京
都
千
代
田
区
鍛
冶
町
一
丁
目
八

収
納
し
た
自
動
車
税
及
び
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

番
三
号
　
地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー

そ
の
自
動
車
税
に
関
す
る
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

ビ
ス
株
式
会
社

収
納
情
報
の
取
り
ま
と
め
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十

収
納
し
た
自
動
車
税
を
山
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

番
八
号
　
株
式
会
社
山
梨
中
央
銀
行

梨
県
の
歳
入
と
す
る
た
め
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

の
収
納
情
報
の
作
成

三
十
一
日
ま
で

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

株
式
会
社
セ
ブ
ン
│
イ
レ
ブ
ン
・

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

ジ
ャ
パ
ン

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

番
一
号
　
株
式
会
社
デ
イ
リ
ー
ヤ
マ

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

ザ
キ

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
一
番

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

一
号
　
株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

ト

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

二
号
　
株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
一
丁
目

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

一
番
地
　
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一
　
株

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

式
会
社
ポ
プ
ラ

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

茨
城
県
土
浦
市
小
松
二
丁
目
十
三
番

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

一
号
　
株
式
会
社
コ
コ
ス
ト
ア
イ
ー

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

ス
ト

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
日
本
大
通
十

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

七
番
地
　
株
式
会
社
ス
リ
ー
エ
フ

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

株
式
会
社
セ
ー
ブ
オ
ン

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
一
丁
目
七

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

番
三
十
四
号
　
株
式
会
社
コ
コ
ス
ト

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

ア

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
一
番

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

一
号
　
国
分
グ
ロ
ー
サ
ー
ズ
チ
ェ
ー

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

二
五
三



ン
株
式
会
社

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

丁
目
四
百
二
十
一
番
地
　
株
式
会
社

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一
番

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

地
　
株
式
会
社
サ
ー
ク
ル
Ｋ
サ
ン
ク

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

ス

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
三

七
号
　
株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ

に
お
け
る
自
動
車
税
の
収
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月

ー
ビ
ス

納
事
務

三
十
一
日
ま
で

'

狩
猟
免
許
試
験
及
び
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査
等
の
実
施

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
狩
猟
免
許
試
験
等
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

第
一
　
狩
猟
免
許
試
験

一
　
試
験
日
時

１
　
第
一
回

平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
（
土
）
及
び
同
月
二
日
（
日
）（
い
ず
れ
の
日
で
あ
る
か
は
、
申
　

請
者
ご
と
に
知
事
が
別
に
指
定
す
る
。）
午
前
九
時
二
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２
　
第
二
回

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日
（
水
）
午
前
九
時
二
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
川
田
町
五
百
十
七
番
地
　
山
梨
県
立
青
少
年
セ
ン
タ
ー
内
　
リ
バ
ー
ス
和
戸
館

三
　
受
験
資
格

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

四
　
試
験
科
目

１
　
適
性
試
験
　
視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力

２
　
知
識
試
験
　
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣
並
び
に
鳥
獣

の
保
護
管
理
に
関
す
る
知
識

３
　
技
能
試
験
　
猟
具
の
安
全
な
取
扱
い
方
、
瞬
間
的
な
鳥
獣
の
判
別
等

五
　
受
験
手
続

１
　
提
出
書
類

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律

第
六
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
申
請
の
際
に
当
該

許
可
証
を
提
示
し
た
場
合
に
は
、
（二）
の
書
類
の
提
出
は
要
し
な
い
。

（一）

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第

二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
申
請
書

（二）

申
請
者
が
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受

け
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
許
可
証
の
写
し

（三）

（二）
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
　

正
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
　

医
師
の
診
断
書

（四）

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
・
〇

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及

び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
　
一
枚

２
　
狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
　
五
千
二
百
円
。
た
だ
し
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
第
四
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
三
千
九
百
円
（
狩
猟
免
許
申
請
書
に

狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い

こ
と
。）

六
　
申
請
書
の
受
付
期
間

１
　
第
一
回

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
金
）
ま
で
（
山
梨
県
の
休
日
を
定
　

め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
規
定
す
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」

と
い
う
。）
を
除
く
。）。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
六
月
三
十
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の

は
有
効
と
す
る
。

２
　
第
二
回

平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
（
木
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
金
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。）。

た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

七
　
申
請
書
の
提
出
先

申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
林
務
環
境
事
務
所
森
づ
く
り
推
進
課

第
二
　
狩
猟
免
許
の
更
新
に
係
る
適
性
検
査

一
　
適
性
検
査
の
日
及
び
場
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

二
五
四



住
所
地
を
所
管
す
る
林
務
環
境
事
務
所
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
。

二
　
適
性
検
査
の
対
象
者

平
成
二
十
一
年
四
月
十
六
日
以
降
に
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
り
狩
猟
免
許
を
受
け
た
者
で
、
狩
猟
免
許
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の

三
　
適
性
検
査
の
内
容

視
力
、
聴
力
及
び
運
動
能
力

四
　
適
性
検
査
に
併
せ
て
実
施
す
る
講
習
の
内
容

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
令
、
猟
具
、
鳥
獣
並
び
に
鳥
獣
の
保
護
管
理

五
　
申
請
の
手
続

１
　
提
出
書
類

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
の
五
の
１
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者

が
申
請
の
際
に
当
該
許
可
証
を
提
示
し
た
場
合
に
は
、
（二）
の
書
類
の
提
出
は
要
し
な
い
。

（一）

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
　

す
る
免
許
更
新
申
請
書

（二）

第
一
の
五
の
１
の
（二）
に
掲
げ
る
書
類

（三）

第
一
の
五
の
１
の
（三）
に
掲
げ
る
書
類

（四）

第
一
の
五
の
１
の
（四）
に
掲
げ
る
書
類

２
　
狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数
料
　
二
千
八
百
円
（
狩
猟
免
許
更
新
申
請
書
に
二
千
八
百
円
に
相
　

当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
は
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。）

六
　
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
金
）
ま
で
（
県
の
休
日
を
除
く
。）。

た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
六
月
三
十
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

七
　
申
請
書
の
提
出
先

申
請
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
林
務
環
境
事
務
所
森
づ
く
り
推
進
課

第
三
　
問
い
合
わ
せ
先

山
梨
県
森
林
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
五
二
〇
）
又
は
申
請
者
の

住
所
地
を
所
管
す
る
林
務
環
境
事
務
所
森
づ
く
り
推
進
課

'

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
等
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

四
年
八
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

住
　
　
　
　
　
所

者
の
氏
名

巨
摩
野
農
業
協
同
組
合
　
代
表
理
事
組
合
長
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
四
百
五
十
五
番
地

小
池
通
義

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
十
三
番
一
号

原
田
健

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
Ａ
コ
ー
プ
こ
ま
野
甲
西
店

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
戸
田
字
沖
田
五
十
五
番
一
外

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

大
規
模
小
売
店
舗
内
の

千
四
百
五
十
二
平
方
メ

二
千
七
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

店
舗
面
積
の
合
計

ー
ト
ル

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置

百
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

百
四
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

及
び
面
積

届
出
の
図
面
の
と
お
り

届
出
の
図
面
の
と
お
り

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設

百
五
十
九
立
方
メ
ー
ト

百
七
十
立
方
メ
ー
ト
ル

の
位
置
及
び
容
量

ル

届
出
の
図
面
の
と
お
り

届
出
の
図
面
の
と
お
り

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

開
店
時
刻
　
午
前
九
時

巨
摩
野
農
業
協
開
店
時
刻
　
午
前
九
時

い
て
小
売
業
を
行
う
者

閉
店
時
刻
　
午
後
八
時

同
組
合
　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
八
時

の
開
店
時
刻
及
び
閉
店

時
刻

株
式
会
社
モ
リ
開
店
時
刻
　
午
前
九
時

キ
　
　
　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
十
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用

午
前
八
時
四
十
五
分
か

午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
三
十

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

二
五
五



す
る
こ
と
が
で
き
る
時

ら
午
後
八
時
十
五
分
ま

分
ま
で

間
帯

で

３
　
変
更
す
る
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
四
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

四
年
八
月
二
十
六
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

住
　
　
　
　
　
所

者
の
氏
名

巨
摩
野
農
業
協
同
組
合
　
代
表
理
事
組
合
長
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
四
百
五
十
五
番
地

小
池
通
義

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
三
丁
目
十
三
番
一
号

原
田
健

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
Ａ
コ
ー
プ
こ
ま
野
甲
西
店

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
戸
田
字
沖
田
五
十
五
番
一
外

２
　
変
更
し
た
事
項

変
　
更
　
事
　
項

変
更
後
の
氏
名
又

変
更
後
の
代
表
者
の

変
更
後
の
住
所

は
名
称

氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
を

巨
摩
野
農
業
協
同

代
表
理
事
組
合
長

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
小

設
置
す
る
者
の
氏
名

組
合

小
池
通
義

笠
原
四
百
五
十
五
番
地

又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル

代
表
取
締
役
　
原
田
東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋

て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社

健

三
丁
目
十
三
番
一
号

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日

'

肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
肥
料
の

登
録
を
し
た
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

保
証
成
分

そ
の

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
登
録
の
有
効
期

種
類

名
称

量
（
％
）

他
の

名
称
及
び
住
所

限

規
格

山
梨
県
第

家
庭
園

バ
イ
タ

窒
素
全
量

公
定

関
東
食
研
株
式
会
社

平
成
二
十
七
年

十
九
号

芸
用
複

ル
グ
リ

〇
・
五
％

規
格

東
京
都
墨
田
区
緑
四
│
三
月
三
十
一
日

合
肥
料

ー
ン
五

水
溶
性
加

の
と

二
三
│
四

〇
〇

里

お
り

〇
・
五
％

教
育
委
員
会

'
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

二
五
六



一
　
委
託
の
相
手
方

甲
府
市
貢
川
一
丁
目
四
番
二
十
七
号
　
Ｓ
Ｐ
Ｓ
・
桔
梗
屋
グ
ル
ー
プ

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料

山
梨
県
立
美
術
館
、
山
梨
県
立
文
学
館
及
び
山
梨
県
芸
術
の
森
公
園
の
使
用
料
等

三
　
委
託
の
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

公
安
委
員
会

'

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
唐
　
　
木
　
　
芳
　
　
博

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
タ
ン
デ
ム
型
質
量
分
析
装
置
　
一
式

２
　
借
入
物
品
等
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
借
入
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
借
入
場
所

山
梨
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
場
所

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二

一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
に
記
載
し
た
条
件
を
全
て
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
等
（
平
成
二
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
百
三
十
一
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
又
は
入
札
の
日
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

５
　
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
し
て
い
な
い
、
又
は
こ
れ
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と

み
な
す
。

６
　
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
、
又
は
こ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の

者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

７
　
民
事
再
生
法
附
則
第
二
条
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
こ
と
。

８
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
又
は
法
人
で
あ
っ
て
そ

の
役
員
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

９
　
法
人
税
、
地
方
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
社
会
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

１０

政
治
活
動
並
び
に
特
定
の
公
職
者
及
び
政
党
を
推
薦
、
支
持
又
は
反
対
す
る
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
し
て
い
な
い
こ
と
。

１１

機
密
漏
洩
防
止
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

１２

仕
様
書
に
定
め
ら
れ
る
業
務
内
容
を
、
公
正
か
つ
的
確
に
遂
行
し
得
る
こ
と
。

１３

役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談

役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
は
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
て
業
務
を
執

行
す
る
社
員
、
取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の
支
配
力
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
を
含
む
。）
に
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
い
な
い
法
人
で

あ
る
こ
と
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

二
五
七



ア
　
成
年
被
後
見
人
若
し
く
は
被
保
佐
人
又
は
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の

イ
　
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ウ
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
若
し
く
は
第
十
二
条
の

六
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
同
法
第
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
者
で

あ
っ
て
、
当
該
命
令
又
は
指
示
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

エ
　
ア
ル
コ
ー
ル
、
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
合
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
六
―
〇
〇
三
六
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
三
一
二
番
地
四
　
山
梨
県
警
　

察
本
部
刑
事
部
科
学
捜
査
研
究
所
庶
務
・
企
画
担
当
　
電
話
〇
五
五
│
二
三
五
│
二
一
二
一

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
五
月
十
八
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。）

を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
に
三
の
１
の
交
付

場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

３
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
二
十
四
年
六
月
六
日
（
水
）
午
前
十
一
時
　
山
梨
県
警
察
本
部
刑
事
部
科
学
捜
査
研
究
所

会
議
室

４
　
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
場
所

平
成
二
十
四
年
六
月
五
日
（
火
）
午
後
四
時
ま
で
に
山
梨
県
警
察
本
部
刑
事
部
科
学
捜
査
研
究

所
庶
務
・
企
画
担
当
（
郵
便
番
号
四
〇
六
―
〇
〇
三
六
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
窪
中
島
三
一
二

番
地
四
）
に
必
着
す
る
こ
と
。

５
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
条
件
に
違

反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札

そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）

第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

６
　
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
借
入
物
品
等
を
納
入
で
き
る
と
山
梨
県
警
察
本
部
長
が
認
め
た
入
札
者
で

あ
っ
て
、
規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
入
札
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

３
　
契
約
保
証
金

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。
ま
た
、

規
則
第
百
二
十
条
に
該
当
す
る
場
合
は
、
違
約
金
を
徴
収
す
る
。

４
　
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た

す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
八
日
（
月
）
ま
で
の

県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
に
三
の

１
の
場
所
に
持
参
し
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

５
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

６
　
長
期
継
続
契
約

こ
の
公
告
に
係
る
入
札
の
結
果
、
落
札
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
契
約
は
、
山
梨
県

長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第

九
十
号
）
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
当
該
契
約
に
係
る
予
算
の

減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。

７
　
そ
の
他

（一）

落
札
者
が
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
二
に
掲
げ
る
参
加
資
格
の
う
ち
、
一
つ
で
も
満
た
さ
な
く

な
っ
た
場
合
は
契
約
を
締
結
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
山
梨
県
警
察
は
損
害
賠
償
の
責

め
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（二）

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

※
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

ofthe
products

to
be
procured

G
as
C
hrom

atograph
/Tandem

M
ass
Spectrom

etry
System

,1
Set

2
D
ate
and
tim
e
fortender

11:00A
M
June

6,2012
3
B
ureau

in
charge

G
eneralA

ffairs
and
Planning

Section,Forensic
Science

Laboratry,C
rim
inal

A
ffairs

D
ivision,Y

am
anashiPrefecturalPolice

H
eadquarters

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

二
五
八



312-4
K
ubonakajim

a
Isaw
a-tyou

Fuefuki-shiY
am
anashi-ken

406-0036
Japan

TEL
055-235-2121

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
二
十
四
年
三
月
一
日
付
第
二
千
二
百
八
号
目
次
欄
中

一
二
五

上

十
一

に
実
施

の
実
施

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

二
五
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
二
十
四
号
　
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
六
日

二
六
〇


